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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
    令和３年４月１６日 

件  名 海外販路拡大支援事業に係る事業者選定結果について 

所管部課 産業経済部 産業政策課 

内  容 

公募型プロポーザル方式による、海外販路拡大支援事業に係る委託事業

者の選定結果について、下記のとおり報告する。 
 

１ 選定事業者 

  株式会社 Ｃｕｌｔｕｒｅ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ Ｊａｐａｎ 

（東京都中央区日本橋富沢町１１番６号） 
 

２ 選定事業者実績 

（１）ＫＹＯ ＰＲＯＪＥＣＴ（関東経済産業局） 

   関東経済産業局とシンガポールデザイン庁による支援プロジェク

トとして、関東地方の中小製造事業者の東南アジア販路開拓を行う。 

（２）地域団体商標海外展開支援事業ブランドプロデューサー（ＪＥＴＲＯ） 

   地域ブランドの海外展開に関する事業計画立案から実行までの支

援を行う。 
 

３ 選定事業者に対する選定委員会の評価 

  ・ どのような区内事業者を事業対象とするのか、足立区の事業者の 

課題は何か、どんな方向性で事業を進めるのか等、提案にしっか 

りと盛り込まれていた。 

  ・ 得意分野に特化した提案で、マーケティングの視点からおもしろ 

さを感じた。 

  ・ コストについては、安価に見積もりすぎている。しっかりと事業 

者支援をしてもらうためにも、人件費の見積もりは再考を。   
 

４ 委託内容 

（１）海外販路拡大に関するノウハウ提供 

区内事業者に対して、海外市場の実態や海外販路拡大に関するノウ 

ハウを提供すること。 

（２）参加事業者に対する支援 

本事業に参加する区内事業者の特性の把握に努め、海外販路拡大に 

向けた支援を密に行うこと。必要に応じて、海外販路の専門家を活用 

すること。  

（３）現地拠点、現地パートナー等の設定 

新型コロナウイルスの感染状況の悪化も想定し、対象国において 

区内事業者の海外販路拡大を支援する者を設定し、本事業に継続的に 

参画させること。 

（４）海外販路拡大施策の実施 

区内事業者の海外販路開拓に向けた、具体的な取り組みを実施する 

こと。 
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５ 提案見積価格 

  １４，９８５，０００円 

 

６ 契約期間 

  契約確定日から令和４年３月３１日 

 

７ 評価経過・審査結果等 

（１）評価経過 

参加表明 一次評価 辞退 二次評価 選定 

４者 ４者 ０者 ４者 １者 

（２）審査結果 

   別紙１のとおり 

（３）選定委員会の委員構成 

   学識経験者１名（大学教授等１名） 

   区民   ３名（区内支援機関等３名） 

   区職員  １名 

 

８ 事業者特定後のスケジュール 

   ４月   事業実施内容、実施時期検討 

  ５月以降 新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ、委託契約を行

い、順次事業実施 

 

問 題 点 

今後の方針 
今後、今回選定された事業者と仕様書の内容を協議し、事業を展開していく。 
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足立区海外販路拡大支援事業委託　提案書特定結果

Culture
Generation
Japan 社

A社 B社 C社

75 60 60 33 30

75 60 60 39 39

50 38 36 26 22

75 57 57 39 42

150 126 108 72 66

プレゼンテー
ション

50 50 40 44 28 26

コスト 25 25 15 17 16 14

－ 500 396 382 253 239

説明 評価基準（得点)
区内業者 区内に本店があり、対象業務区域が区内 区内に本店がある(5％を加点) - - - - - -

区内業者 区内に支店があり、対象業務区域が区内 区内に支店がある(3％を加点) 15 － - - - 7

396 382 253 246

1 2 3 4

別紙1

150

配点

得点 得点得点 得点

業者名

得点 得点
分類

区内業者

提案見積価格（総額）

合　　　　　計

評価項目

コストは妥当か

得点 得点－

業務運営力

・実施計画に実現性、具体性があるか
・業務全体の実施手順、実施体制及び工程が有効で
  実現性があるか

加点

説得力・資料調整力
プレゼンにおける説明能力や業務への意欲、論理性、態
度、資料の正確性等

海外販路拡大施策
に関する提案

・設定した課題の解決に資する具体的な戦略と目標を設定
  できているか
・区内事業者の特色を打ち出したPRの実施が期待できるか
・感染症の状況に応じた、事業展開が可能か

・設定した現地拠点、パートナーの特徴は、今回の提案内容
  とあっているか
・円滑な連携が期待できるか
・区内事業者の販路拡大支援を十分に行うことができるか

現地拠点、パートナー
について

・本事業の対象とする区内事業者の設定が適切にできて
  いるか
・上記の事業者が抱える課題を明確に設定できているか
・上記の課題を踏まえて設定する方向性に論理性があるか

区内事業者に対する
ノウハウ提供に関す
る提案

・区内事業者の海外展開を後押しする内容となっているか

区内業者

順位

提案内容
275

対象事業者及び
課題の設定

業務工程の妥当性

評価項目 評価の視点 評価内容
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和３年４月１６日 

件  名 
雇用調整助成金活用促進事業及び緊急経営資金（新型コロナウイルス対策

資金）融資の受付状況について 

所管部課 産業経済部 企業経営支援課 

内  容 

 

 

足立区で５月から実施した社会保険労務士による雇用調整助成金申請に係

る事務手数料助成（雇用調整助成金活用促進事業）の昨年度の受付状況並び

に新型コロナウイルス感染拡大による緊急経営資金の受付件数等、融資実行

状況の令和３年３月末までの実績について、以下のとおり報告する。 

 

１ 雇用調整助成金活用促進事業受付状況 

月 助成決定件数 助成決定額（千円） 

３月 ２０件 １,８４４千円 

２月 １５件 １,２９０千円 

１月 １２件 １,１７５千円 

１２月 １９件 １,８１４千円 

１１月 ３８件 ３,４１４千円 

１０月 ６８件 ５,９１７千円 

９月 ５７件 ５,０９０千円 

８月 ３４件 ３,２２１千円 

７月 １２件 １,１２０千円 

６月 ６件 ５２３千円 

５月 ０件 ０千円 

計 ２８１件 ２５,４０８千円 
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２ 緊急経営資金等受付件数 

月 緊急経営資金 
セーフティ

ネット４号

セーフティ

ネット５号

危機関連 

保証 

３月 ３１２件 ７０９件 １８１件 １３９件 

２月 １６９件 ３０３件 ４２件 ３５件 

１月 １２９件 ２１７件 ４６件 ３７件 

１２月 １６６件 ３１１件 ６６件 ５７件 

１１月 １８２件 ３４０件 ６５件 ６５件 

１０月 １８８件 ３４５件 ６９件 ４２件 

９月 ２５１件 ３８８件 ６６件 ６３件 

８月 ２９０件 ４１９件 ９２件 ５３件 

７月 ３９１件 ６５１件 １５１件 １２１件 

６月 ５９８件 ８５８件 １７７件 １６３件

５月 ８２７件 ７６７件 １０６件 １５１件 

４月 １,５１０件 ３４１件 ４４件 ５６件 

３月 ８３９件 １４０件 ３３件 １件 

計 ５,８５２件 ５，７８９件 １，１３８件 ９８３件 

 新型コロナウイルスに係るセーフティネット４号は令和３年６月１日

まで、５号及び危機関連保証は６月３０日まで延長された。 

※ セーフティネット保証とは

様々な突発的事由によって経営が困難（売上高等が減少）となった

中小企業者を対象に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で

保証を行うもの。市区町村が認定する。

・ ４号 自然災害等の突発的災害を対象として全都道府県を指定。原則

として最近１か月間及び最近３か月間の売上高等が前年同月と比べて

２０％以上減少している場合、保証協会が債務の１００％を保証する。 

・ ５号 全国的に業績が悪化している業種を指定。原則として最近

１か月間及び最近３か月間の売上高等が前年同月と比べて５％以上

減少している場合、保証協会が債務の８０％を保証する。

・ 危機関連保証 大規模な経済危機、災害等により中小企業につ

いて著しい信用の収縮が全国的に生じており、実際に売上高等の

減少がみられる中小企業者を支援するための措置。原則として最

近１か月間及び最近３か月間の売上高等が前年同月と比べて１５％

以上減少している場合、保証協会が債務の１００％を保証する。

セーフティネット保証との併用が可能。
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３ 融資実行件数等  

月 融資実行件数 実行金額 信用保証料補助額 

３月 １６７件 ８７９,５００千円 ２２,３０５千円 

２月 １０１件 ４９８,０００千円 １１,９２５千円 

１月 １５３件 ９４７,２００千円 ２２,１５１千円 

１２月 １８６件 １,０７３,３００千円 ２９,１０８千円 

１１月 １７１件 １,０６９,１１０千円 ２７,６０１千円 

１０月 ２９５件 １,７７２,５００千円 ４４,１１０千円 

９月 ３９０件 ２,７１０,４００千円 ７１,０１３千円 

８月 ４８７件 ３,３４８,４００千円 ８５,７８３千円 

７月 ６２４件 ４,２３９,７００千円 １１６,４１６千円 

６月 ８０８件 ５,３１５,８８０千円 １４１,８６７千円 

５月 ８８２件 ６,１００,６００千円 １５７,７５２千円 

４月 ６８３件 ４,８７７,２００千円 １３０,００９千円 

３月 ２４件 １８５,５００千円 ４,８３５千円 

計 ４,９７１件 ３３,０１７,２９０千円 ８６４,８７５千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 題 点 

今後の方針 

国の雇用調整助成金の特例措置期間は緊急事態宣言が解除される翌月の末

日である令和３年４月末まで延長された。今後も国の動向等を注視しながら、

雇用調整助成金活用促進事業の申請に対応していく。 

緊急経営資金は、関係機関の意見や社会情勢等を鑑み、令和３年３月３１日

から９月３０日まで延長した。 

東京都が令和３年３月３１日までにセーフティネット保証及び危機関連保

証の認定を受けた事業者に対して、借換えメリットを追加したため、３月の保

証認定の受付が増加した。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和３年４月１６日 

件  名 シニア人材と企業をつなぐ取り組みについて 

所管部課 産業経済部 企業経営支援課 

内  容 

 

 

社会貢献意欲が高いシニア人材と、シニアの持つ経験、能力を必要とする

企業をつなぐ取り組みを委託事業により令和２年度から実施した。 

事業の実施状況や取り組みの中で見えた課題を整理し、令和３年度事業で

は内容を拡充し実施する。 

 

１ 令和２年度実施事業内容 

（１）事業概要 

  ア マッチング対象業務 

   ・ 管理・マネジメント・相談業務 

   ・ 語学・ｗｅｂデザイン関連業務 

    ・ 事務・指導・育成業務 

イ シニア人材に業務委託を希望する企業を開拓 

ウ 人材を募集し、業務経験、資格、適性等を書類や面談により確認し登録 

エ 企業からの業務発注を受け、マッチング実施 

オ 人材、企業の双方が合意のうえ業務委託契約を締結 

※ 直接雇用を結ぶことは企業にとってリスクが大きく困難であるた 

め、単発業務の委託により、企業にシニア人材活用のメリットを体 

感してもらう。 
 

事業イメージ 

単発業務を
発注する
企業

人材

事業

業務開拓

業務発注

登録

マッチング
双方の合意により
業務委託契約締結

業務紹介

人材派遣や直接雇用契約ではなく、登録した人材は個人事業主とし
て業務を請け負う。

業務完了後 登録を終了し、企業と
個別に雇用契約等を結ぶ

次のマッチングに臨む
どちらも

可能
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（２）委託事業者、契約額 

株式会社シグマスタッフ 

２０，０８３，９５４円 

（上記金額内で区内中小企業人材確保支援事業も併せて実施） 

※ 東京都産業集積活性化支援事業費補助金（補助率１／２）を活用 

 

（３）人材登録状況（令和３年３月末時点） 

 ７名 

人材 NO. 年齢・性別 資格・得意とする業務 

① ５０代  女性 社会保険労務士 

② ５０代  女性 キャリアカウンセラー 

③ ５０代  女性 ＩＴ関連、Ｗｅｂデザイン 

④ ５０代  男性 ＩＴ関連、Ｗｅｂデザイン、広告 

⑤ ６０代  女性 経営コンサルタント、マーケティング 

⑥ ６０代  男性 翻訳、広告、デザイン 

⑦ ５０代  男性 コンサルティング、英会話、REBT心理士

（論理療法） 

 

（４）マッチング状況（令和３年３月末時点） 

 ５件（うち４件契約、業務実施済み） 

人材 NO. 委託業務内容 マッチング数 

① 就業規則、労務管理に関する専門相談 

雇用調整助成金申請に関する相談 

２件 

③ 企業ＰＲ動画作成およびＺＯＯＭ（Ｗｅｂ会

議ツール）活用指導 
１件 

④ 企業ホームページ、パンフレット作成 ２件 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により人材募集、マッチングと 

もに１１月、１２月のみの実施となった。 

 

（５）課題 

・ 企業に対し、どのようなスポット業務をシニア人材に委託するこ

とが有効かを提案し業務開拓を行っている。聞き取り等により企

業ごとの現状を把握する必要があるため、業務発注までに時間を

要することとなってしまう。 

・ 人材の登録数を拡充するため、年間を通じて多くの業務を依頼す

る企業の確保が必要となる。企業向け周知を効果的に行うことが

不可欠となる。 

 ・ ＩＴ関連等業務種別によっては、ブランクがある高年齢層では、 

企業が求める業務レベルでの対応が困難であり、企業から敬遠さ 

れる傾向がある。 
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２ 令和３年度実施事業について 

（１）拡充内容 

  ア マッチング対象業務を３種類から８種類に拡充する。既存事業の支 

援対象企業へのアンケートにより拡充する業務を決定した。 

    新たにマッチング対象とする業務 

   ・ 製造系技術業務 

   ・ 建築・施工関連業務 

   ・ 事務・工場内勤務業務 

・ 介護関連業務 

   ・ その他（剪定・造園、縫製、畳職人等） 

  イ 登録人材数は既存業務と合わせ８業種×１０名＝８０名とする予定。 

 

（２）契約額 

   １９，５６６，０００円 

   （上記金額内で区内中小企業人材確保支援事業も併せて実施） 

  ※ 東京都地域産業活性化計画事業費補助金（補助率１/２）を活用予定 

 

（３）令和２年度事業における課題への対応 

    ・ これまでのコンサルティング支援等で既につながりがあり、現状

を把握している企業（７０社程度）への提案や活用案内により早

期での業務発注確保につなげる。 

    ・ 公社ニュース「トキメキ」、事業専用ホームページ、区ホームペ 

ージに加え、業界団体の会合等の場での案内や、区内企業向けの 

セミナーのテーマにシニア人材の有効活用を盛り込み、参加企業 

への個別提案へとつなげていく等の方法により周知を強化する。 

    ・ 提案と合わせ、企業の要望を集約し、新たなマッチング対象業務 

に反映させていく。 

・ 技術系業務の受注を充実させることで、高齢の登録人材のマッチ 

ング件数増を図っていく。 
 

（参考）区内中小企業人材確保支援事業実施内容 

令和２年度 令和３年度 

・ 企業向けの人材に関する訪問コ

ンサルティングによる継続支援

（３０社登録） 

・ 企業向けセミナー（経営者・若

手社員向け、ＯＡ基礎） 

・ 高校で「働く」、「仕事」に関

する特別授業実施 

・ シニア人材マッチング 

  （対象業務３種類） 

・ 企業向けの人材に関する個別

相談受付（登録不要、随時受

付、訪問も可） 

・ 企業向けセミナー（テレワー

ク・Web面接等テーマ見直し） 

・ 高校で「働く」、「仕事」に関 

する特別授業実施 

・ シニア人材マッチング 

  （対象業務８種類） 
 

問 題 点 

今後の方針 

 令和３年度事業では、拡充した登録者が十分なマッチングを経て、業務を受

注し活躍できるよう、効果的な事業周知と業務開拓を進めていく。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  

令和３年４月１６日 

件  名 
令和２年度小規模事業者経営改善補助金（新型コロナウイルス感染

症対応特別枠）の申請概要について 

所管部課 産業経済部 産業振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和２年度小規模事業者経営改善補助金（新型コロナウイルス感染

症対応特別枠）（※）の申請受付結果について報告する。 

※ 新型コロナウイルス感染症の対策に要した経費を対象 

上限補助金額：２０万円（補助率４／５） 

申請受付期間：令和２年５月１８日から令和３年３月１日まで 
   

１ 小規模事業者経営改善補助金（新型コロナウイルス感染症対応 

特別枠）申請件数等 

 総計 （内訳） 

申請件数 3,852件 5月： 73件     6月：432件  

7月：360件     8月：396件 

9月：400件    10月：330件 

11月：277件    12月：286件 

 1月：357件    2月：731件 

 3月：210件 

交付決定 

件数 

3,577件 5月： 38件    6月：345件  

7月：323件     8月：327件 

9月：366件     10月：330件 

11月：218件    12月：321件 

1月：364件    2月：435件 

3月：510件 

交付決定 

金額 

601,252千円 5月： 6,043千円  6月：53,997千円 

7月：52,149千円  8月：54,543千円 

9月：61,882千円 10月：54,980千円 

11月：36,302千円 12月：54,217千円 

1月：60,984千円 2月：72,413千円 

3月：93,742千円 

※ ５月については、５月１８日から５月３１日分までを計上 

※ ３月の申請件数については、３月１日分を計上 
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２ 主な申請内容 

（１）感染防止用品（消毒液、空気清浄機等） 申請割合：約７割 

   従業員や顧客への感染拡大防止のため   

（２）パソコン               申請割合：約５割 

   テレワークやＷＥＢ会議で使用するため 
 

３ パソコン活用アンケートについて 

多くの申請があるパソコンについてアンケートを実施し、活用状

況を調査した。 

（１）対象者 

当補助金でパソコンやタブレットを申請（令和２年５月１８日～

８月３１日）した企業 

（２）アンケート実施件数 

   ５２２件 

（３）回答件数 

   ３６１件 

（４）アンケート実施日 

   令和３年１月１８日～２月５日 

（５）アンケート内容 

   別紙２のとおり 

（６）多かった回答 

  ア 補助金利用目的 

    （７）－イ 

・ 取引先とのオンライン打合せ（２２３件） 

・  自身・社員の出社を減らすテレワーク（１８４件） 
    

  イ 効果 

    （７）－エ（オ） 

    ・ 感染拡大防止（１２６件） 

    ・ 自身や社員の負担軽減（１０７件） 

（７）－オ（オ） 

・ 感染拡大防止（１７５件） 

・ 自身や社員の負担軽減（１１１件） 

（７）－カ（ウ） 

・ 感染拡大防止（８９件） 

・ 売上増加（７１件） 
      

（７）主な設問の回答と特徴 

  ア 問１ 業種 

 上位５業種 件数 

１ その他 ８７件 

２ 製造業 ５４件 

３ 建設業 ５０件 

４ 生活関連 ３４件 

５ 小売り ２７件 

   

（例） 

・ソフト開発業 

・デザイン業 

など 
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イ 問２ 目的（複数回答あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ 問３ 主な購入理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●テレワークや取引先とのオンライン打ち合わせのための購入が

多い。 
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  エ 問２で「１．自身もしくは社員の出社を減らすテレワーク」 

と回答した方 

（ア）使用頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）使用部署 
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（ウ）テレワーク実施時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）テレワーク実施状況 
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（オ） 効果（複数回答あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（カ）今後の継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  オ 問２で「２．取引先とのオンライン打合せ」と回答した方 

（ア）使用頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●感染拡大防止のほか、自身や社員への負担軽減の効果が多い。 
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（イ）使用部署 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）取引先とのオンライン打合せ実施時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）取引先とのオンライン打合せ実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（オ）効果（複数回答あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●感染拡大防止のほか、自身や社員への負担軽減の効果が多い。 
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（カ）今後の継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  カ 問２で「３．顧客等へのオンラインでのサービス提供」「４． 

インターネット予約や販売」「５．広告、ホームページ充実」 

と回答した方 

（ア）使用頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）使用状況 
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（ウ）効果（複数回答あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）今後の継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 題 点  

今後の方針 

令和３年度の申請受付期間は４月１日から９月３０日までである。 

今後も問合せには丁寧に対応し、申請書類の内容を確認のうえ、速

やかに支払い等の手続きを進めていく。 
 

●感染拡大防止のほか、売り上げにつながった効果が多い。 



（該当するものに○をつけてください）

主な業種を一つだけお答えください。

１．建設業 ２．製造業 ３．運輸業 ４．情報通信業

５．金融・保険業 ６．卸売業 ７．小売業 ８．不動産業

９．不動産貸付業 10．農業 11．医療・福祉・介護業

12．教育・学習支援業 13．飲食・宿泊業 14．生活関連サービス業 15．その他

申請したパソコン、タブレットの主な購入理由について教えてください。

(裏面に続く）

　１．自身もしくは社員の出社を減らすテレワーク　　２．取引先とのオンライン打合せ
　３．生徒や顧客へのオンラインでのサービス提供　　４．インターネット予約や販売
　５．広告、ホームページの充実　 　６．その他（　　　　　　　　）

今回の申請では、主にどのような目的でパソコン、タブレットを購入しましたか（複数回答可）。

　１．毎日　　２．週５～６日　　３．週３～４日　 ４．週１～２日  ５．月１～２日

（問４－４）アンケート回答時点での「自身もしくは社員の出社を減らすテレワーク」の実施状況を教えてく
ださい。

（問４－３）「自身もしくは社員の出社を減らすテレワーク」を行うようになった時期を教えてください。

　１．新型コロナウイルス感染前から実施していた
　２．新型コロナウイルス感染拡大後に必要となって実施した
　３．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　１．増えている　 　２．減っている　  ３．変わらない

（問４－１）主にどのくらいの頻度で申請したパソコン、タブレットを使用していますか。

（問４－２）主にどのような部署で申請したパソコン、タブレットを使用していますか。

　１．事務担当　 　２．営業担当　 　３．その他（　 　）

（問４－５）「自身もしくは社員の出社を減らすテレワーク」により、どのような効果がありましたか（複数回
答可）。

　今後区として、区内企業のデジタル化を支援していくために、ご申請いただいた小規模事
業者経営改善補助金（新型コロナウイルス感染症対応特別枠）のパソコンの活用状況を把握
させていただきたく、アンケートを実施いたしますので、ご協力をお願い致します。

問３

問４

問１

問２

　１．初めて購入　 　２．買い換え　 　３．追加で購入

●（問２）で「１．自身もしくは社員の出社を減らすテレワーク」と回答した方にお尋ねします。

足立区小規模事業者経営改善補助金（新型コロナウイルス感染症対応特別枠）
申請でのパソコン活用アンケート

 １．事業継続に役立った　　　２．自身や社員の負担が減った　　３．コストが削減できた
 ４．離職の防止につながった　５．感染拡大防止につながった

　６．その他（　　　　　　　　　　　）

（問４－６）「自身もしくは社員の出社を減らすテレワーク」の今後の継続について教えてください。

　１．新型コロナウイルス感染が終息しても継続する
　２．新型コロナウイルス感染が落ち着くまで継続する　 　３．未定

別紙2

21

Administrator
長方形



その他、ご意見などありましたらご記入ください。

【問合せ先】足立区産業経済部産業振興課ものづくり振興係 電話 03-3880-5869（直通）

Fax 03-3880-5605

ﾒｰﾙ sangyo@city.adachi.tokyo.jp

（問６－４）パソコン、タブレットの活用について、今後も継続するかどうかについて教えてください。

　１．新型コロナウイルス感染が終息しても継続する
　２．新型コロナウイルス感染が落ち着くまで継続する　 　３．未定

（問６－３）パソコン、タブレットの導入により、どのような効果がありましたか（複数回答可）。

　１．売上につながった　　　　２．自身や社員の負担が減った　　３．コストが削減できた
　４．離職の防止につながった　５．感染拡大防止につながった
　６．その他（　　　　　　　　　　　　）

（問６－２）アンケート回答時点でのパソコン、タブレットの使用状況を教えてください。

　１．増えている　 　２．減っている　  ３．変わらない

　１．新型コロナウイルス感染が終息しても継続する
　２．新型コロナウイルス感染が落ち着くまで継続する  ３．未定

（問５－２）主にどのような部署で申請したパソコン、タブレットを使用していますか。

　１．事務担当　 　２．営業担当　 　３．その他（　 　）

（問５－３）「取引先とのオンライン打合せ」を行うようになった時期を教えてください。

問６

●（問２）で「３」～「６」を回答した方にお尋ねします。

（問６－１）どのくらいの頻度で申請したパソコン、タブレットを使用していますか。

　１．毎日　　２．週５～６日　　３．週３～４日　 ４．週１～２日  ５．月１～２日

（問５－５）「取引先とのオンライン打合せ」により、どのような効果がありましたか（複数回答可）。

 １．打合せの精度が向上した　２．自身や社員の負担が減った　　３．コストが削減できた
 ４．離職の防止につながった　５．感染拡大防止につながった

　６．その他（　　　　　　　　　　　　）

（問５－６）「取引先とのオンライン打合せ」の今後の継続について教えてください。

＜ご協力ありがとうございました＞

問５

　１．毎日　　２．週５～６日　　３．週３～４日　 ４．週１～２日  ５．月１～２日

（問５－１）どのくらいの頻度で申請したパソコン、タブレットを使用していますか。

　１．新型コロナウイルス感染前から計画していた
　２．新型コロナウイルス感染拡大により必要となったため
　３．その他（　 　）

自
由
意
見
欄

●（問２）で「２．取引先とのオンライン打合せ」と回答した方にお尋ねします。

（問５－４）アンケート回答時点での「取引先とのオンライン打合せ」の実施状況を教えてください。

　１．増えている　 　２．減っている　  ３．変わらない
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  

令和３年４月１６日 

件  名 
足立ブランド認定推進事業における「認定に係る運営業務委託」の

事業者選定結果について 

所管部課 産業経済部 産業振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 公募型プロポーザル方式による、足立ブランド認定推進事業の「認

定に係る運営業務委託」の事業者選定結果について、以下のとおり報

告する。 
   

１ 選定事業者 

   株式会社ロフトワーク 

（住所：渋谷区道玄坂１－２２－７） 

  ※ 実績 

   ・ 令和２・３年度足立ブランド認定推進事業「ＰＲに係る 

     運営業務委託」 

   ・ ＳＵＷＡデザインプロジェクト（発注機関：長野県諏訪市） 

     ⇒クリエイターを巻き込み、諏訪市の技術の外部発信や諏

訪圏工業メッセ出展支援を実施 

   ・ ＭＯＲＥ ＴＨＡＮプロジェクト（発注機関：経済産業省） 

    ⇒日本の中小企業や伝統産業の海外進出の支援事業を実施 
 

２ 委託内容 

 （１）ブランド認定及び再認定にかかる業務 

    ・ 新規及び再認定企業の調査及び選考に関わる事務 等 

 （２）ブランド認定企業の支援業務 

    ・ 認定企業の規模や業種に応じた支援 

    ・ 交流会や部会等への支援 等 
 

３ 提案見積価格 

   ７，９７５，０００円 
 

４ 契約期間 

   契約確定日から令和４年３月３１日 
 

５ 評価経過・審査結果等 

 （１）評価経過 

参加表明 １次評価 辞退 ２次評価 選定 

４者 ４者 ２者 ２者 １者 

 （２）審査結果 

別紙３のとおり 

 （３）選定委員会の委員構成 

    学識経験者  ２名 

    民間事業者  ２名 

    区職員    １名 

問 題 点  

今後の方針 
今後、今回選定された事業者と仕様書の内容を協議し、事業を展開していく。 
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別紙3

㈱ロフト
ワーク社

A社

得点 得点

50 36 36

50 40 34

50 42 36

75 57 51

50 36 34

50 34 34

50 28 32

25 17 16

25 16 17

プレゼンテ
ーション

説得力・資料調
整力

50 50 32 32

コスト コストは妥当か 25 25 18 19

500 356 341

説明 評価基準（得点)

区内業者 区内業者 区内に本店があり、対象業務区域が区内 区内に本店がある(5％を加点) - - - -

区内業者 区内業者 区内に支店があり、対象業務区域が区内 区内に支店がある(3％を加点) － － - -

1 2順位

足立ブランド認定推進の認定に係る運営業務委託　提案書特定結果

業務運営力
明確で適切なコ
ンセプトと工程
の妥当性

提案内容

認定選考業務
に関する提案

企業支援に関
する提案

業務改善力や
新たな業務に関
する提案

100

325

選考委員として適切な人材を推挙可能か

・適切な選考基準及び調査資料等を作成できる能力及び知見を備えているか
・専門的な内容にも対応できる人材資源や技術を持ち、かつ活用できる
  ノウハウが整っているか

・事業等の発展を意識した内容となっているか
・認定企業にとってメリットのある支援内容となっているか

分類
加点

評価項目

業者名

配点評価内容評価の視点評価項目

合計

得点

・業務内容全体をとおしたコンセプトが適切か
・3年間の実施計画に実現性、具体性があるか
・業務全体の実施手順、実施体制及び工程が有効で実現性があるか

アドバイザーとしての能力を持ち、認定企業をつなげていく様々な機関のネッ
トワークを構築できるか

・実現可能な内容となっているか
・提案者の強みが活かされているか

・設定された成果指標が妥当か
・成果測定の方法は妥当か

より効果のある事業に改善していくことが期待できるか

指定した内容以外で、独自の有効な提案があるか

プレゼンにおける説明能力や業務への意欲、論理性、態度、資料の正確性等

提案見積価格（総額）

得点－
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  

令和３年４月１６日 

件  名 
（令和３年度新規事業）オンライン見本市出展助成、ＥＣモール出店

支援事業、地域の見本市出展助成について 

所管部課 産業経済部 産業振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コロナ禍における製造業企業のオンラインを活用した販路拡大を支

援するため、令和３年度よりオンライン見本市出展やＥＣモール出店、

身近な地域で行うワークショップ等の開催経費の一部を助成する。 

また、ＥＣモール出店にあたっては、専門家が伴走支援する。 
 

１ 上限額、補助率及び件数 

（１）オンライン見本市：上限額７５万円（補助率２/３） 40件 

（２）ＥＣモール出店：上限額６０万円（補助率２/３） 8件 

（３）地域の見本市：上限額１０万円（補助率２/３） 30件 
 

２ 対象経費等   

項目 対象経費 回数 受付時期 

オンライン

見本市 

〇出展料  

〇委託費（広告作成経費、

翻訳経費）※動画・ホー

ムページ作成、改修にかか

る経費は年度１回 

年度 

３回 
通年 

ＥＣモール

出店 

〇初期経費（登録費用、

月額出店料（３ヵ月分））  

〇委託費（動画・ホーム

ページ作成、改修にかか

る経費等） 

年度 

１回 

（ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ相談受付） 

・上半期 4/1～4/20 

・下半期 10/1～10/20 

（予定） 

地域の見本市 

〇委託費（会場設営等）  

〇使用賃借料（会場使用

料・物品借上料）  

〇広告宣伝費（動画等）  

〇印刷製本費（チラシ等） 

年度 

３回 
通年 

 

３ 周知の具体策 

（１）区ホームページ、ＳＮＳ、あだち広報、公社ニュース「トキメ 

キ」掲載 

（２）関係機関への周知 

足立区工業会連合会、あだち異業種連絡協議会、足立ブランド認 

  定企業、足立成和信用金庫 等 

    

問 題 点  

今後の方針 

既存の国内・国外見本市も含めて、制度の内容について、様々な機会

を活用し、広く周知していく。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和３年４月１６日 

件  名 千住宿「御宿場印」販売及びＰＲキャンペーンの実施について 

所管部課 産業経済部 産業振興課、一般財団法人足立区観光交流協会 

内  容 

 足立成和信用金庫発案による日光街道等の宿場町ＰＲを目的とした「御

宿場印」事業に、足立区観光交流協会が千住地域のＰＲと地域活性化を目

的として協力する。その内容について、以下のとおり報告する。 

 

１ 日光街道等「御宿場印」事業について 

（１）実施目的 

   近年人気の「御朱印」や「御城印」のように、日光街道及び日光西

街道の宿場町を訪れた記念として「御宿場印」を販売することで、か

つての宿場町の魅力を伝えるとともに、来街促進を図り地域活性化に

つなげていく。 

（２）参加予定宿場（令和３年３月３１日現在） 

   ２６宿 

※ 全２９宿（日本橋、日光含む）のうち、千住宿（足立区）、埼玉県、茨城

県、栃木県の２５宿および日本橋（起点の地） 

（３）販売開始予定日 

   令和３年４月２４日（土） 

  ※ ４月２４日販売開始は１５宿を予定。 

  ※ 新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合あり。 

（４）販売予定価格 ※ 各宿同額の予定 

   ３００円／枚（税込み） 

（５）御宿場印及び御宿場印帳の印刷・製作 

   足立成和信用金庫等の信用金庫が初回分の印刷・製作経費を負担

し、参加宿に無償提供。 

 

２ 千住宿「御宿場印」実施概要 

（１）実施関係団体 

   足立成和信用金庫、足立区観光交流協会、東京商工会議所足立支

部、東武鉄道など 

  ※ 足立区観光交流協会は、千住宿の御宿場印のデザイン作成、販 

売、キャンペーン実施等で協力。 

  ※ 千住宿御宿場印のイメージは【別紙４】参照。 

（２）千住宿御宿場印の販売場所 

   「お休み処 千住街の駅」（足立区千住３－６９） 

※ 当時の千住宿の様子や参勤交代で利用された宿場であることな

ど、歴史的観点からも合わせて紹介していく。 
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３ 「千住宿おもてなし手形」キャンペーンの実施について 

（１）実施目的・概要 

   御宿場印購入者に協力店で割引やプチギフト等のサービスが受けら

れる「おもてなし手形」（クーポン券）を配付し、来街者に千住地域

の魅力を知ってもらうことで、更なる来街促進を図っていく。 

（２）実施主体 

   足立区観光交流協会 

  ※ 足立成和信用金庫、東京商工会議所足立支部等と協力 

（３）「おもてなし手形」配付対象者 

   千住宿御宿場印の購入者 

（４）期間（予定） 

   おもてなし手形配付期間：販売開始～令和３年７月末 

   協力店によるサービス実施期間：販売開始～令和３年８月末 

  ※ 新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合あり。 

（５）協力店（予定） 

   千住地域の約２０店舗 

（６）経費 

   約２０万円 

  ※ 「おもてなし手形」や事業周知用ポスター、チラシの作成経費 

 

４ 千住宿「御宿場印」の周知・広報内容（予定） 

（１）足立成和信用金庫等との共同プレスリリース 

（２）実施関係団体のホームページ、ＳＮＳ等 

（３）「公社ニュース トキメキ」５月号 

（４）ポスター、チラシ等 

  ※ 日光街道及び日光西街道の宿場町全体の「御宿場印」ＰＲにつ 

いては、足立成和信用金庫等の信用金庫が別途ポスター掲示などを 

実施する予定。 

 

問 題 点 

今後の方針 

今後、季節や行事等に合わせた限定版「御宿場印」の作成・販売等も

検討していく。 

また、「御宿場印」の販売を契機として、街の様々な企業や団体など

と連携しながら、千住地域のＰＲを継続的に行っていく。 

 



見本

※ 右上の「日光御街道」は販売時に押印予定です。

※ サイズは、100mm*148mm（ポストカードサイズ）です。

別紙 4 

千住宿　御宿場印（見本）

28
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和３年４月１６日 

件  名 「しょうぶまつり＆世界の食広場」の変更・中止について 

所管部課 
産業経済部 産業振興課、一般財団法人足立区観光交流協会 

都市建設部 みどりと公園推進室 みどり推進課  

内  容 

 足立区内での新型コロナウイルス感染者数が高止まりしている状況等を

考慮し、大勢の人を集客する「しょうぶまつり＆世界の食広場」の実施内

容の変更及び中止を決定したので報告する。 

 

１ 変更・中止内容 

（１）しょうぶまつり【変更実施】 

   集客が予想されるテント出展等は中止し、ハナショウブのＰＲを中

心とした実施内容とする。 

  ア 開催日：令和３年６月５日（土）、６日（日） 

  イ 会 場：しょうぶ沼公園 

  ウ 実施内容（予定） 

    ・ パネル等によるハナショウブ紹介（しょうぶ沼公園） 

    ・ ハナショウブ人気投票（しょうぶ沼公園） 

    ・ 俳句募集（しょうぶ沼公園） 

    ・ 北綾瀬駅構内でのハナショウブ展示 

    ・ 動画等でのしょうぶ田の様子発信 

    ・ ＳＮＳ等を活用した写真投稿キャンペーン 

（２）世界の食広場【中止】 

   飲食を伴う大勢の人の集客が予想されるため、中止とする。 

 

２ 周知方法 

（１）プレスリリース（４月５日発表済み） 

（２）「あだち広報」５月１０日号（予定） 

（３）区ホームページ、ＳＮＳ等 

（４）足立区観光交流協会ホームページ、ＳＮＳ等 

（５）本庁舎及び区の主な施設で「中止のお知らせ」を掲出 

（６）関係団体への連絡 

 

３ 「世界の食広場」中止決定に伴う支出 

  発生しない（契約前の中止決定のため） 

 

４ その他 

  実施する場合、４月から出展者の調整及び委託契約等が必要となるた

め、キャンセル料の発生しないこの時期の決定となった。 

問 題 点 

今後の方針 
 地域や関係団体への連絡を迅速に行っていく。 
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